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■意見集計結果 
 
　令和７年７月９日から　８月　８日までの間、新庁舎建設に係る変更設計案につ

いて、意見募集を行なった結果、１人から　１８件の意見の提出がありました。 
　これらの意見について、適宜要約した上、項目ごとに整理し、それに対する市の

考えをまとめましたので公表します。 
 
提出方法の人数は、以下のとおりです。　　　　　　　 

 
 
■意見の概要及び意見に対する市の考え方 

 提出方法 人　数
 直接持参 １人
 郵　便 人
 電子メール 人
 ファクシミリ 人
 その他 人

 合　計 １人

 № 意見概要 意見数 市の考え方

  
１

今回の設計変更に至った

経緯は、桜川市にとって緊

急事態であると思うので

すが、市では本事案をどの

ように受け止めているの

ですか。

 
１件

新庁舎建設事業は、地政学リスク

などに起因する物価の急激な高騰

や建設業界の人手不足などの影響

により入札が不調になりました

が、増額補正を行わずに事業を継

続する為、設計変更を行っており

ます。 
建設物価は今後も高騰が想定さ

れ、合併特例債の期限も迫ってい

る為、これ以上遅延しないよう事

業を進めているところです。
  

２

本件の市政の失策による

損害を金額に換算すると

どれ程になるのですか。

 
１件

地政学リスクなどに起因する物価

の急激な高騰や建設業界の人手不

足などが入札不調の主な原因であ

り、全国的に入札不調が増えてい

る状況であるため、市政の失策と

は言えないと考えます。
  

３

本市庁舎の基本設計の目

標とする耐用年数は何年

になりますか？

 
１件

鉄筋コンクリート造の建築物のた

め、耐用年数は 60 年～80 年を想

定しています。 
また、将来の長寿命化改修により、

さらに使用年数を延ばすことも可
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 能です。

  
４

外観が昭和の学校建築の

ようです。新庁舎がこれか

ら長く桜川市民の希望の

象徴となりえるようなデ

ザインに再検討してくだ

さい。

 
１件

市庁舎には機能性、効率性、経済性

が求められ、意匠性よりも優先し

ています。 
変更設計では当初設計をベースと

しつつ、工事費の削減をより追求

し、外部の幕板の取りやめなど大

幅なコストダウンが見込める変更

を行いながら、バランスの取れた

外観となるよう設計を進めてまい

ります。 
 
 

  
５

桜川市の人口は 2050年代

に人口 1 万人台、職員数も

減少し、将来的には使用目

的の変更に対応できる室

内空間の確保が必要とな

りますが、空間利用の制約

になる柱、壁などは構造上

変更に耐えうる設計にな

っているのでしょうか。

 
１件

柱・梁構造（ラーメン構造）のため、

間仕切りの変更が可能です。 
また、室内レイアウトについては、

コストを掛けずに執務スペースを

有効活用することができるユニバ

ーサルレイアウトを採用してお

り、将来的な用途変更に対応可能

です。

  
６

副市長席は個室ではなく、

開放的な執務エリアに変

更すべきです。そうするこ

とで、話しやすく相談しや

すい職場環境となり、職員

との意思疎通がより密に

図られ、結果として市民に

より良い行政対応として

還元されることになりま

す。

 
１件

副市長が扱う案件は、市政の重要

事項に関するものが多く、市民か

らの陳情や要望など個別の相談

は、相談者のプライバシーを保護

する必要がありるため、副市長室

は個室とします。

外部の幕板 
（当初設計）
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７

3 階に市長室、副市長室、

応接室と機能上応接室が

3 つです。多すぎではあり

ませんか？

 
１件

市長室及び副市長室は執務室であ

り、応接室は１室です。 
また、市長や副市長のスケジュー

ルは連続して組まれることも多

く、応接室は訪問者が時間調整を

する前室の機能を果たすよう計画

しています。
  

８

書庫、集密書架の占有床面

積が多すぎです。 
執務室エリアの壁面等を

書類、資料書架として有効

利用することで相当の書

庫床面積を利活用できま

す。床面積の無駄を省き、

効率的な利用を基本にお

いた設計を心がけてくだ

さい。

 
１件

書庫の必要量は、文書量調査を行

い、現在保有する文書を３割削減

する想定で算出しています。 
書庫の床面積については、壁面書

架やスライド式書架の採用など効

率化を図っております。

  
９

集密書架の設置費は高額

です。壁面、執務エリアの

有効活用をすれば必要あ

りません。備品は一般会

計、節約を考えてくださ

い。

 
１件

物価高騰が続く中、延床面積の縮

減が事業費削減に最も効果的で

す。 
集密書架は文書の収納効率が高

く、書庫面積を圧縮することが可

能なため、集密書架を設置したほ

うが、事業費を大幅に抑えること

ができます。
  

１０

大和消防分庁舎がなくな

ったことで、新庁舎の防災

機能は低下することにな

りましたが、低下分を補う

ためにどのような具体的

な対策を考えているので

しょうか。

 
１件

消防法など関係法令を遵守し、必

要な防災機能（災害対策本部会議

室や非常用発電設備など）を備え

た庁舎とします。

  
１１

大小を含めた会議室が多

すぎではありませんか。ま

た、近くにシトラスがある

のに小ホールのような大

会議室を設けるゆとりが

桜川市にあるのですか。

 
１件

会議室は実際の利用実績からシミ

ュレーションを行い必要室数を算

定していますが、現在の３庁舎の

会議室の合計数よりも少なく、国

算定の必要量も下回っており、執

務室内に設けた作業スペースを活

用することで会議室数を削減する

かなり切り詰めた計画となってい

ます。 
また、大会議室は通常３室に分割
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 して使うことで室数を確保し、必

要に応じて大きな１室でも使える

フレキシブルな設計としていま

す。 
桜川市大和ふれあいセンター「シ

トラス」は市民の芸術文化の振興

と福祉の増進を目的とした公共施

設であり、常時市民の皆さまにご

活用いただいております。
  

１２

3 階の大会議室の最大収

容人員を仮に 200 名だと

して、階段付近 2 箇所で同

時に火災が発生したケー

スを想定した時、大会議室

利用者さらに職員を含め

た全員が安全に避難でき

るのですか。

 
１件

新庁舎は、➀防火区画や内装制限

などの防火規定➁排煙設備、非常

用照明、消火上必要な通路などの

避難規定➂消火設備など、建築基

準法や消防法など技術的基準に従

い、計画しています。 
階段付近 2 か所同時に火災が発生

するケースは過度なリスク想定と

考えますが、法で必要な２方向避

難に加え、渡り廊下から東庁舎を

回って避難可能です。
  

１３

3 年前に本建築の基本設

計を行った事業者が、今回

の設計に関わっていませ

んが、設計の変更及び実際

の工事を進める上で不都

合な点があるのではない

ですか。

 
１件

特に不都合はありません。

  
１４

変更前の基本設計を行っ

た設計業者が、引き続き設

計変更を担当すれば費用

節約できたのではないで

すか。

 
１件

変更設計の費用を抑える検討をし

たうえで発注を行っております。

  
１５

現・国会を真似た「固定・

壇形式」の形式を採用して

いますが、日本国憲法の施

行後は、行政・議会の対等

な関係性が分かる平面式

が妥当なのではないです

か。

 
１件

議場を平面とするか、段差を設け

るかについては、機能性、経済性な

ど総合的に検討し、市議会の意見

を尊重して検討を進めてまいりま

す。
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１６

本会議場を大会議室と共

用できる多目的ホール形

式とし、さらに現行の 3 階

から 1 階に移動させるこ

とで、市民も利用しやすい

空間利用が促進されます。

再考して下さい。

 
１件

現プランは来庁者の動線や業務の

連携、駐車場からのアクセス、セキ

ュリティなどを総合的に検討して

配置をしております。 
本会議場を１階に移動させると来

庁者の動線が悪化し、市民の利便

性が低下するなど、総合的にデメ

リットが多いため、東庁舎の３階

を議場とすることが最適と考えま

す。
  

１７

市議会本会議場は以外に

も他の利用可能な空間設

計が費用対効果の観点か

らも合理的設計と考えま

す。十分、新庁舎内に納め

ることは可能です。再考し

てください。

 
１件

議場の共用化については、他自治

体の事例を確認しており、議場機

能を一度片付けて、元に戻す手間

が大きく、ほとんど利用実績がな

いとのことで、採用しません。 

  
１８

既存の東庁舎に市議会の

本会議場を残すことは、近

い将来に議会棟の新築あ

るいは大規模改修に多額

の出費が課されることに

なります。人口半減の未来

の市民にとっては大きな

迷惑です。 

 
１件

西庁舎は旧耐震基準に基づいて設

計された建物のため、現在の耐震

基準を満たしておりませんが、東

庁舎は新耐震基準のため、耐用年

数は 50 年～80 年で、平均 65 年と

すると30年の利用が可能と考えま

す。 
また、将来の長寿命化改修により、

さらに使用年数を延ばすことも可

能です。 


